
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十

八
号
）
第
六
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
立
大
学

法
人
（
以
下
「
公
立
大
学
法
人
」
と
い
う
。）

当
該
法
人
の
設
置
す
る
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
に

つ
い
て
前
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
五
号
の
事
項

第
六
条
第
一
項
の
表
公
立
の
専
修
学
校
、
各
種
学
校
及
び
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
長
の
項
の
次
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

公
立
大
学
法
人
の
設
置
す
る
専
修
学
校
及
び
幼
保
連

携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
長

前
条
第
一
項
第
一
号
の
事
項

平成年月日 金曜日 (号外第号)官 報

（
教
科
書
の
発
行
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

教
科
書
の
発
行
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
文
部
省
令
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
中
「
国
立
学
校
」
の
下
に
「
、
公
立
学
校
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）

第
六
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
立
大
学
法
人
が
設
置
す
る
も
の
に
限
る
。）」
を
加
え
る
。

（
学
校
基
本
調
査
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

学
校
基
本
調
査
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
文
部
省
令
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
項
の
表
国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
立
大

学
法
人
（
以
下
「
国
立
大
学
法
人
」
と
い
う
。）、
独
立
行
政
法
人
国
立
高
等
専
門
学
校
機
構
及
び
地
方
独
立
行
政
法

人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
六
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
立
大
学
法
人
（
以
下
「
公
立
大
学
法

人
」
と
い
う
。）の
項
中
「
、
独
立
行
政
法
人
国
立
高
等
専
門
学
校
機
構
及
び
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年

法
律
第
百
十
八
号
）
第
六
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
立
大
学
法
人
（
以
下
「
公
立
大
学
法
人
」
と
い
う
。）」
を

「
及
び
独
立
行
政
法
人
国
立
高
等
専
門
学
校
機
構
」
に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
六
条
第
二
項
第
三
号
中
「
都
道
府
県
立
学
校
（
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
を
除
く
。）」
を
「
都
道
府
県
立
の
学

校
（
都
道
府
県
が
単
独
で
又
は
他
の
地
方
公
共
団
体
と
共
同
し
て
設
立
す
る
公
立
大
学
法
人
の
設
置
す
る
学
校
を
含

み
、
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
を
除
く
。）」
に
、「
市
町
村
立
及
び
」
を
「
市
町
村
立
の
高
等
学
校
及
び
中
等
教
育
学

校
（
市
町
村
が
単
独
で
又
は
他
の
市
町
村
と
共
同
し
て
設
立
す
る
公
立
大
学
法
人
の
設
置
す
る
高
等
学
校
及
び
中
等

教
育
学
校
を
含
む
。）の
長
並
び
に
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
市
町
村
立
及
び
私
立
の
幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学

校
、
義
務
教
育
学
校
、
特
別
支
援
学
校
、
専
修
学
校
、
各
種
学
校
及
び
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
長
並
び
に
私

立
の
こ
れ
ら
の
学
校
の
設
置
者
（
こ
れ
ら
の
学
校
」
を
「
市
町
村
立
の
幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学

校
、
特
別
支
援
学
校
、
専
修
学
校
、
各
種
学
校
及
び
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
（
以
下
「
幼
稚
園
等
及
び
各
種
学

校
」
と
い
う
。）の
長
並
び
に
市
町
村
が
単
独
で
又
は
他
の
市
町
村
と
共
同
し
て
設
立
す
る
公
立
大
学
法
人
の
設
置
す

る
幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
、
特
別
支
援
学
校
、
専
修
学
校
及
び
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園

（
以
下
「
幼
稚
園
等
」
と
い
う
。）の
長
並
び
に
私
立
の
幼
稚
園
等
及
び
各
種
学
校
の
長
及
び
設
置
者
（
私
立
の
幼
稚

園
等
及
び
各
種
学
校
」
に
改
め
る
。

第
八
条
の
表
都
道
府
県
知
事
の
項
中
「
設
立
団
体
で
あ
る
」
を
「
単
独
で
又
は
他
の
地
方
公
共
団
体
と
共
同
し
て

設
立
す
る
」
に
、「
大
学
又
は
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
が
廃
止
さ
れ
、
か
つ
、
当
該
大
学
又
は
大
学
及
び
高
等
専
門

学
校
」
を
「
学
校
が
廃
止
さ
れ
、
か
つ
、
当
該
学
校
」
に
改
め
、「
解
散
さ
れ
た
と
き
」
の
下
に「（
令
別
表
第
四
の
一

の
項
第
三
欄
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
指
定
し
た
者
が
あ
る
場
合
を
除
く
。
市
町
村
長
の
項
に
お
い

て
同
じ
。）」
を
加
え
、「
当
該
大
学
」
を
「
当
該
学
校
の
う
ち
、
幼
稚
園
、
小
学
校
、
特
別
支
援
学
校
（
幼
稚
部
又
は

小
学
部
を
置
く
学
校
に
限
る
。）、
専
修
学
校
及
び
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
つ
い
て
第
五
条
第
一
項
第
一
号
の

事
項
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
、
高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
（
中
学
部
又
は
高
等
部
を
置

く
学
校
に
限
る
。）に
つ
い
て
第
五
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
六
号
の
事
項
並
び
に
大
学
」
に
改
め
、
同
表

市
町
村
長
の
項
中
「
設
立
団
体
で
あ
る
」
を
「
単
独
で
又
は
他
の
市
町
村
と
共
同
し
て
設
立
す
る
」
に
改
め
、「（
都

道
府
県
を
設
立
団
体
に
含
む
場
合
を
除
く
。）」
を
削
り
、「
大
学
又
は
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
が
廃
止
さ
れ
、か
つ
、

当
該
大
学
又
は
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
」
を
「
学
校
が
廃
止
さ
れ
、
か
つ
、
当
該
学
校
」
に
、「
当
該
大
学
」を「
当

該
学
校
の
う
ち
、
幼
稚
園
、
小
学
校
、
特
別
支
援
学
校
（
幼
稚
部
又
は
小
学
部
を
置
く
学
校
に
限
る
。）、
専
修
学
校

及
び
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
つ
い
て
第
五
条
第
一
項
第
一
号
の
事
項
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
、
高
等
学

校
、
中
等
教
育
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
（
中
学
部
又
は
高
等
部
を
置
く
学
校
に
限
る
。）に
つ
い
て
第
五
条
第
一
項

第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
六
号
の
事
項
並
び
に
大
学
」
に
改
め
る
。

第
九
条
第
一
項
の
表
学
校
調
査
の
項
中
「
公
立
及
び
私
立
の
高
等
学
校
及
び
中
等
教
育
学
校
」
を
「
公
立
の
高
等

学
校
及
び
中
等
教
育
学
校
（
公
立
大
学
法
人
の
設
置
す
る
学
校
を
含
み
、
通
信
制
の
課
程
の
み
を
置
く
高
等
学
校
及

び
中
等
教
育
学
校
を
除
く
。）並
び
に
私
立
の
こ
れ
ら
の
学
校
」
に
、「
幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校
、義
務
教
育
学
校
、

特
別
支
援
学
校
、
専
修
学
校
、
各
種
学
校
及
び
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
」
を
「
幼
稚
園
等
及
び
各
種
学
校
並
び

に
都
道
府
県
が
単
独
で
又
は
他
の
地
方
公
共
団
体
と
共
同
し
て
設
立
す
る
公
立
大
学
法
人
の
設
置
す
る
幼
稚
園
等
」

に
改
め
、
同
表
卒
業
後
の
状
況
調
査
の
項
中
「
公
立
及
び
私
立
の
高
等
学
校
及
び
中
等
教
育
学
校
」
を
「
公
立
の
高

等
学
校
及
び
中
等
教
育
学
校
（
公
立
大
学
法
人
の
設
置
す
る
学
校
を
含
む
。）並
び
に
私
立
の
こ
れ
ら
の
学
校
」
に
改

め
、「
特
別
支
援
学
校
（
」
の
下
に
「
都
道
府
県
が
単
独
で
又
は
他
の
地
方
公
共
団
体
と
共
同
し
て
設
立
す
る
公
立
大

学
法
人
の
設
置
す
る
学
校
を
含
み
、
特
別
支
援
学
校
に
つ
い
て
は
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
の
表
学
校
調
査
の
項
中

「
市
町
村
立
及
び
」
を
「
市
町
村
立
の
幼
稚
園
等
及
び
各
種
学
校
並
び
に
市
町
村
が
単
独
で
又
は
他
の
市
町
村
と
共

同
し
て
設
立
す
る
公
立
大
学
法
人
の
設
置
す
る
幼
稚
園
等
並
び
に
」
に
、「
幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育

学
校
、
特
別
支
援
学
校
、
専
修
学
校
、
各
種
学
校
及
び
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
」
を
「
幼
稚
園
等
及
び
各
種
学

校
」
に
改
め
、
同
表
卒
業
後
の
状
況
調
査
の
項
中
「
市
町
村
立
及
び
」
を
「
市
町
村
立
の
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校

及
び
特
別
支
援
学
校
（
市
町
村
が
単
独
で
又
は
他
の
市
町
村
と
共
同
し
て
設
立
す
る
公
立
大
学
法
人
の
設
置
す
る
学

校
を
含
み
、
特
別
支
援
学
校
に
つ
い
て
は
中
学
部
又
は
高
等
部
を
置
く
学
校
に
限
る
。）並
び
に
」
に
改
め
る
。

〇
文
部
科
学
省
令
第
十
二
号

地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平

成
二
十
八
年
法
律
第
四
十
七
号
）
の
一
部
及
び
地
方
独
立
行
政
法
人
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二

十
八
年
政
令
第
三
百
五
十
三
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立

性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
文
部
科
学

省
関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

文
部
科
学
大
臣

松
野

博
一

地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律

の
一
部
の
施
行
に
伴
う
文
部
科
学
省
関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る
省
令

（
学
校
教
育
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

学
校
教
育
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
文
部
省
令
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
「
義
務
教
育
学
校
」
の
下
に「（
市
町
村
が
単
独
で
又
は
他
の
市
町
村
と
共
同
し
て
設
立
す
る
公
立
大
学

法
人
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
六
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
立
大
学
法

人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
設
置
す
る
小
学
校
、
中
学
校
及
び
義
務
教
育
学
校
を
含
む
。第
七
条
に
お
い
て
同
じ
。）」

を
加
え
る
。

第
十
七
条
中
「
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
」
の
下
に
「
又
は
都
道
府
県
が
単
独
で
若
し
く
は
他
の
地
方
公
共
団
体

と
共
同
し
て
設
立
す
る
公
立
大
学
法
人
の
理
事
長
」
を
、「
市
町
村
の
教
育
委
員
会
」
の
下
に
「
又
は
市
町
村
が
単
独

で
若
し
く
は
他
の
市
町
村
と
共
同
し
て
設
立
す
る
公
立
大
学
法
人
の
理
事
長
」
を
、「
当
該
都
道
府
県
」
の
下
に
「
又

は
当
該
都
道
府
県
が
単
独
で
若
し
く
は
他
の
地
方
公
共
団
体
と
共
同
し
て
設
立
す
る
公
立
大
学
法
人
」
を
加
え
る
。

第
十
九
条
中
「
市
町
村
」
の
下
に「（
市
町
村
が
単
独
で
又
は
他
の
市
町
村
と
共
同
し
て
設
立
す
る
公
立
大
学
法
人

を
含
む
。）」
を
加
え
る
。

第
六
十
一
条
中
「
の
教
育
委
員
会
」
の
下
に「（
公
立
大
学
法
人
の
設
置
す
る
小
学
校
に
あ
つ
て
は
、
当
該
公
立
大

学
法
人
の
理
事
長
。
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。）」
を
加
え
る
。

第
六
十
三
条
中
「
教
育
委
員
会
」
の
下
に「（
公
立
大
学
法
人
の
設
置
す
る
小
学
校
に
あ
つ
て
は
、
当
該
公
立
大
学

法
人
の
理
事
長
）」を
加
え
る
。

第
九
十
条
第
五
項
中
「
の
高
等
学
校
」
の
下
に「（
公
立
大
学
法
人
の
設
置
す
る
高
等
学
校
を
除
く
。）」を
加
え
る
。

第
百
七
十
九
条
中
「
、
第
六
十
一
条
中
「
教
育
委
員
会
」
と
あ
る
の
は
「
教
育
委
員
会
（
公
立
大
学
法
人
の
設
置

す
る
高
等
専
門
学
校
に
あ
つ
て
は
、
当
該
公
立
大
学
法
人
の
理
事
長
）」と
」
を
削
る
。

第
百
八
十
九
条
中
「
市
町
村
」
の
下
に「（
市
町
村
が
単
独
で
又
は
他
の
市
町
村
と
共
同
し
て
設
立
す
る
公
立
大
学

法
人
を
含
む
。）」
を
加
え
る
。

第
百
九
十
条
中
「
の
市
町
村
」
の
下
に「（
市
町
村
が
単
独
で
又
は
他
の
市
町
村
と
共
同
し
て
設
立
す
る
公
立
大
学

法
人
を
含
む
。）」
を
加
え
る
。
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